
 ○ 星薬科大学図書館利用細則  

平成24年8月7日制定 

2025年4月1日改訂  

図書館長裁定  

 

第１条 この細則は，星薬科大学図書館利用規程（平成24年8月7日制定）第7条の規定に基

づき，星薬科大学図書館の図書等の館外貸出について定めるものとする。  

 

第２条 図書等の貸出の上限冊数，期間は次のとおりとする。  

 

図書（参考図書等禁帯出図書を除く） 

対象  
一般貸出 

特別貸出 

（夏・冬期休暇中の長期貸出） 

貸出冊数  貸出期間 貸出冊数  貸出期間 

役職員  15冊 

 14日間 

20冊 

その都度 

定める 

学部学生 5冊 

8冊 大学院学生 

研究生 
6冊 

学部委託生 

大学院研修生 

大学院委託生 

大学院専攻生 

科目等履修生 

特別実習委託生 

 2冊 4冊 

 

未製本雑誌（一定期間の新着展示期間以降） 

対象 
一般雑誌 学術雑誌 

貸出数 貸出期間 貸出数 貸出期間 

役職員 

大学院学生 

研究生 

 2種  5日間 

 6種  5日間 

学部学生 

学部委託生 

大学院研修生 

大学院委託生 

大学院専攻生 

科目等履修生 

特別実習委託生 

  


